
お
知
ら
せ

外
環
が
い
よ
い
よ
市
川
へ
！

外
環
情
報
コ
ー
ナ
ー
を
設
置

�
７
月
23
日（
木
）〜
29
日（
水
）の

平
日
午
前
10
時
〜
午
後
５
時（
初

日
は
午
後
１
時
か
ら
、最
終
日
は
正

午
ま
で
）

�
市
役
所
１
階
多
目
的
ホ
ー
ル

（
外
環
道
路
推
進
課
）

国
民
健
康
保
険
の

新
被
保
険
者
証
を
郵
送

８
月
１
日
以
降
に
使
用
す
る
黄
色
の

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
、

簡
易
書
留
郵
便
で
順
次
発
送
し
て
い

ま
す
。今
回
か
ら
、70
歳
以
上
75
歳

未
満
の
方
が
利
用
す
る「
国
民
健
康

保
険
高
齢
受
給
者
証
」を
一
体
化
し

ま
し
た
。留
守
の
場
合
は
、８
月
４
日

（
火
）ま
で
郵
便
局
に
保
管
さ
れ
、保

管
期
限
が
過
ぎ
る
と
市
へ
返
送
さ
れ

ま
す
。返
送
さ
れ
た
場
合
は
、市
役

所
国
民
健
康
保
険
課
、行
徳
支
所

福
祉
課
、大
柏
出
張
所
、南
行
徳
市

民
セ
ン
タ
ー
、市
川
駅
行
政
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

（
国
民
健
康
保
険
課
）

不
動
産
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

公
売
財
産　

山
梨
県
北
杜
市
大
泉

町
谷
戸
字
内
山
の
土
地

参
加
申
し
込
み
期
間　

７
月
27
日

（
月
）午
後
５
時
ま
で

入
札
期
間　

７
月
31
日（
金
）午
後

１
時
〜
８
月
７
日（
金
）午
後
１
時

※
手
続
き
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

�
☎
３
３
４・１
６
７
５
債
権
管
理
課

７
月
20
日
～
31
日
に

﹁
夏
の
交
通
安
全
運
動
﹂を
実
施

ス
ロ
ー
ガ
ン　
﹁
渡
れ
そ
う　
今
な

ら
行
け
る
は　
も
う
危
険
﹂

重
点
目
標
　
①
子
ど
も
と
高
齢
者

の
交
通
事
故
防
止
、②
自
転
車
の
安

全
利
用
の
推
進
、③
す
べ
て
の
座
席

の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底
、④
飲
酒

運
転
の
根
絶
と
速
度
超
過
な
ど
悪

質・危
険
な
運
転
の
防
止

（
交
通
計
画
課
）

江
戸
川
区
・
市
川
市
合
同
防
災

訓
練

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
や
船
舶
で
の
負
傷
者

や
支
援
物
資
搬
送
な
ど
。

�
７
月
23
日（
木
）午
前
８
時
45
分

�
江
戸
川
河
川
敷（
京
葉
道
路
江

戸
川
大
橋
付
近
）、他　
※
車
で
の
来

場
は
不
可
。　　
（
危
機
管
理
担
当
）

今
月
は
４
月
～
６
月
分
の﹁
し
尿

収
集
運
搬
手
数
料
﹂納
付
月

市
が
委
託
す
る
第
一
環
境（
株
）か
ら
納

付
書
が
届
い
た
ら
、７
月
31
日（
金
）ま

で
に
指
定
の
金
融
機
関（
納
付
書
記

載
）か
ら
振
り
込
ん
で
く
だ
さ
い（
口

座
振
り
替
え
は
同
日
引
き
落
と
し
）。

�
第
一
環
境（
株
）☎
３
２
１・１
４
４
４

市
川
営
業
所
ま
た
は
☎
３
５
６・０
１

２
１
行
徳
営
業
所

◉
転
入・転
出
や
く
み
取
り
の
廃
止
、

そ
の
他
届
出
事
項
に
変
更
が
あ
る

場
合
な
ど
は
、届
出
書（
市
役
所
総

合
市
民
相
談
課
、行
徳
支
所
総
務

課
、大
柏
出
張
所
、南
八
幡
分
庁
舎

循
環
型
社
会
推
進
担
当
に
設
置
し
、

収
集
作
業
員
は
常
時
携
帯
）を（
財
）

市
川
市
清
掃
公
社（
☎
３
２
７・８
１

０
０
）へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
循
環
型
社
会
推
進
担
当
）

全
国
消
費
実
態
調
査
に
ご
協
力
を

９
月
か
ら
11
月
ま
で
間
、総
務
省
所

管
の「
平
成
21
年
全
国
消
費
実
態

調
査
」が
行
わ
れ
ま
す
。こ
の
調
査

の
準
備
の
た
め
、調
査
員（
身
分
証

明
書
携
帯
）が
訪
問
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。　　
　
（
総
務
課
統
計
担
当
）

８
月
は
電
気
使
用
安
全
月
間

感
電
や
漏
電
事
故
を
防
ぐ
た
め
、電

気
製
品
の
周
辺
に
は
花
瓶
な
ど
水

気
の
あ
る
物
を
置
か
ず
、コ
ン
セ
ン
ト

に
ホ
コ
リ
が
た
ま
ら
な
い
よ
う
に
気

を
付
け
ま
し
ょ
う
。

（
関
東
電
気
保
安
協
会
）

傍
聴
し
よ
う︿
希
望
者
は
直
接
会
場
へ
﹀

◆
環
境
市
民
会
議　

選
任
式
と
基

調
講
演「
み
ん
な
で
築
く
持
続
可
能

な
社
会
の
た
め
に
」。７
月
22
日（
水
）

午
後
６
時
30
分
／
市
役
所
３
階
第

５
委
員
会
室
。　
（
環
境
政
策
担
当
）

◆
行
財
政
改
革
審
議
会　

７
月
23

日（
木
）午
後
３
時
／
市
役
所
３
階

第
４
委
員
会
室
。

（
行
政
改
革
推
進
担
当
）

◆
行
徳
臨
海
部
ま
ち
づ
く
り
懇
談

会　

行
徳
臨
海
部
の
課
題
に
係
る

最
近
の
状
況
に
つ
い
て
、他
。７
月
23

日（
木
）午
後
６
時
30
分
〜
８
時
／

行
徳
文
化
ホ
ー
ル
Ⅰ
＆
Ⅰ
大
会
議

室
。　
　
　
　
　
（
臨
海
整
備
課
）

◆
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

平
成
20
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て
、

他
。７
月
24
日（
金
）午
後
１
時
30
分

／
市
役
所
３
階
第
５
委
員
会
室
。

（
国
民
健
康
保
険
課
）

◆
自
転
車
安
全
利
用
対
策
懇
談
会

７
月
24
日（
金
）午
後
７
時
／
市
民

会
館
１
階
第
１
会
議
室
。

（
交
通
計
画
課
）

◆
社
会
福
祉
審
議
会　

社
会
福
祉

に
関
す
る
主
要
事
業
の
概
要
に
つ
い
て

な
ど
。７
月
28
日（
火
）午
後
１
時
30

分
／
市
役
所
３
階
第
５
委
員
会
室
。

﹁
児
童
福
祉
専
門
分
科
会
﹂　

市

川
市
次
世
代
育
成
支
援
行
動
計

画
の
策
定
に
つ
い
て
な
ど
。

﹁
高
齢
者
福
祉
専
門
分
科
会
﹂　

高
齢
者
福
祉
の
概
要
に
つ
い
て
。

﹁
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会
﹂　

障
害
者
福
祉
の
概
要
に
つ
い
て
。

い
ず
れ
も
午
後
3
時
ご
ろ
。

（
高
齢
者
支
援
課
）

◆
防
災
会
議　
７
月
28
日（
火
）午
後

２
時
〜
３
時
30
分
／
消
防
局
５
階
ホ

ー
ル
。定
員
10
人　
（
危
機
管
理
担
当
）

講
座・催
し

消
費
生
活
講
座﹁
よ
く
わ
か
る

Ｂ
Ｓ
Ｅ
と
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
﹂

�
７
月
29
日（
水
）午
後
２
時
〜
４
時

�
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
研
修
室（
八

幡
２
の
15
の
10
パ
テ
ィ
オ
ビ
ル
８
階
）

�
先
着
40
人

�
�
７
月
28
日（
火
）ま
で
に
直
接

ま
た
は
電
話（
３
３
２・４
３
１
２
）で

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
。

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
ち
ば
出
張
版

﹁
応
募
書
類
セ
ミ
ナ
ー
in
市
川
﹂

就
職
で
悩
ん
で
い
る
若
者
を
対
象

に
、志
望
動
機
や
履
歴
書
な
ど
の
書

き
方
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

�
７
月
30
日（
木
）午
後
２
時
〜
４

時
30
分

�
市
川
駅
南
口
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
I
・
l
i
n
k
ル
ー
ム

�
先
着
20
人（
要
予
約
）

�
�
☎
３
７
０・５
２
０
１
商
工
振

興
課
雇
用
推
進
担
当
室（
勤
労
福

祉
セ
ン
タ
ー
内
）

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

�
７
月
19
日（
日
）午
前
10
時
〜

午
後
３
時　

�
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ（
鬼
越
２
の

18
の
17
）　
※
車
で
の
来
場
は
不
可
。

�
☎
３
３
５・９
９
５
１
同
プ
ラ
ザ

や
ま
ぶ
き
園
納
涼
祭

盆
踊
り
、抽
選
会
、屋
台
、ゲ
ー
ム

コ
ー
ナ
ー
な
ど
。

�
８
月
２
日（
日
）午
後
６
時
〜
８
時

�
知
的
障
害
者
厚
生
施
設
や
ま
ぶ

き
園（
奉
免
町
１
９
１
の
２
）

�
☎
３
２
０・７
２
４
１
同
園

（
障
害
者
支
援
課
）

インターネットや
コンビニエンス
ストアでも
納められます

もう、お済みですか？
固定資産税
第2期の納期限は
7月31日（金）です。
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相談名 会場・日程 相談時間 相談内容 〈 〉は相談員

民
　
事

一般 市役所・行徳支所
毎週月〜金曜日

午前9時〜午後5時
（受付4時30分まで）

民事に関する一般的な
相談・市政案内

司法
書士 市役所 20（木）

午後1時〜5時
（受付4時30分まで）

借金の整理、賃金、借地借家、
成年後見など〈認定司法書士〉

行政
書士

市役所
 4（火）、18（火）、25（火） 遺言書、契約書、官公庁提出

書類の作成など〈行政書士〉行徳支所 12（水）

予
約
制
☎
３
３
４
・
１
０
０
２

法律

市役所  6（木）、7（金）、
11（火）、14（金）、20（木）、
21（金）、26（水）、28（金） 午後1時〜4時

相続・遺言、損害賠償、
金銭貸借、離婚などのト
ラブル

〈弁護士〉行徳支所
7（金）、13（木）、27（木）

司法書
士法律

市役所 
5（水）、19（水）、26（水） 午後5時〜8時 借金の整理、貸金、借地借家、

成年後見など〈認定司法書士〉

税金 市役所 10（月） 午後1時〜4時 相続・贈与・売買など税の
相談　　　　〈税理士〉行徳支所 24（月）

交通
事故 市役所 13（木）、27（木） 午前10時〜　

　　　午後3時
示談や損害賠償の方法

〈県交通事故相談員〉

行　政 市役所 24（月） 午後1時〜3時
（受付2時30分まで）

国、特殊法人などへの苦情
や要望　〈行政相談委員〉

人　権
擁　護 市役所 12（水） 午後1時〜4時

（受付3時30分まで）
家族問題やいじめ、いやがらせなど
の悩み〈人権擁護委員、弁護士〉

心　配
ご　と

八幡市民談話室
3（月）、17（月）

午前10時〜午後3時
（午後1時からは弁護士相談もあり）

日常生活での悩みや困ったこ
となど 〈民生委員児童委員〉

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容 〈 〉は相談員
建　築
行　政

市役所 
毎週月・水・金曜日 午前9時〜午後5時 建築にかかわる民事的な

相談
建　築
紛　争

市役所開発指導課 
原則月・火曜日（要問い合わせ）午前9時〜午後5時 中高層建築物の建築に伴って生じる

日照阻害、電波障害、騒音・振動など

登　記 市役所 5（水） 午後1時〜4時
（受付3時30分まで）

不動産登記、会社登記、境界問題
など〈司法書士・土地家屋調査士〉行徳支所 19（水）

不動産
取　引

市役所 3（月）、17（月） 午後1時〜4時
（受付3時30分まで）

土地・建物の売買や賃貸などの
トラブル〈宅地建物取引主任者〉行徳支所 10（月）

住　宅
リフォーム

（予約優先）

市役所 6（木）
予約先：地域まちづくり推進課

☎334-1336

午前10時〜　　
　　　午後4時

増改築、修繕など
〈市川住宅リフォーム

相談協議会相談員〉

消　費
生　活

消費生活センター 毎週月〜
金曜日 毎月第2・4土曜日は
電話相談あり  ☎334-0999

午前10時〜　　
　　　午後4時

商品やサービスの苦情と
処理のあっせん

〈消費生活相談員〉行徳支所 毎週火曜日

多　重
債　務

消費生活センター
6（木）、20（木）

予約制 ☎334-0999
午後1時〜4時 多重債務に関する相談

〈弁護士〉

労　働 市役所 毎週水曜日 午後6時〜8時 労働者が抱えるさまざまな問
題など 〈社会保険労務士〉

年　金

市役所
11（火）、25（火） 午後1時〜　　

　　　4時30分
（受付4時まで）

各種公的年金など
〈社会保険労務士会会員〉

行徳支所
6（木）、20（木）

※
祝
日
の
相
談
は
休
み
で
す
。

問い合わせ
☎３３４-１１２７国民年金課

�
持
ち
物

�
費
用
・
料
金

�
対
象
・
定
員

�
場
所
・
会
場

�
問
い
合
わ
せ

�
申
し
込
み
・
応
募

マ
ー
ク
の
見
方

�
日
時

暮らしの
アンテナ

観察舎定例行事
　行徳鳥獣保護区の中を案内人と巡り、水
鳥などの生き物を観察します。
定例観察会　日曜日と祝日の午後１時30分
平日観察会　第１木曜日午前10時
夕暮れ観察会　第４土曜日午後４時30分
�行徳野鳥観察舎集合

●詳しくは、☎３９７-９０４６行徳野鳥観察舎（福栄４-２２-１１）へ。

　行徳鳥獣保護区には、さま
ざまな野鳥が飛来し、クロベン

ケイガニやトビハゼが生息しています。自然と触
れ合いながら、その大切さを考えてみませんか。

行徳鳥獣保護区で
自然の大切さを
学ぼう

真夏の公開講座開催
①野鳥病院体験ツアー　７月29日

（水）午後１時30分〜２時30分／定員
10人／要申し込み
②粘土のマスコット作り　８月１日（土）
午前10時〜正午／定員20人／参加費
３００円／要申し込み
③セミの羽化に会えるかな　８月14日

（金）午後７時〜８時30分／定員20人
／要申し込み
④水を見よう・調べよう　８月15日（土）
午後１時30分〜３時30分
⑤オリジナル鳥ブローチを作ろう　
8月19日（水）午前10時〜正午／定員
20人／参加費３００円／要申し込み
⑥カワウコロニー見学会　８月29日

（土）・９月５日（土）午前10時〜正午
�行徳野鳥観察舎（③は駐車場）集合

※法律相談予約は毎週金曜日午前8時45分から翌週分を直通電話（☎３３４-１００２）で受け付けます。
　また、心配ごと相談の問い合わせは社会福祉協議会（☎３２０-４００１）へ。 （総合市民相談課）

アオサギ セイタカシギ

スズガモ

コチドリ

ユリカモメ

カワウ

カルガモ

トビハゼ

ヤマト
オサガニ

クロ
ベンケイガニ

カワセミ

トビハゼ

クロベンケイガニ



募
　
集

学
芸
員
と
湿
地
の
環
境
整
備

を
し
て
い
た
だ
け
る
方

�
７
月
26
日（
日
）午
前
10
時
〜

正
午（
天
候
不
良
時
中
止
）

�
自
然
観
察
園　
※
観
賞
植
物
園

入
り
口（
大
町
２
１
３
の
１
）集
合

�
初
め
て
の
参
加
者
は
事
前
に
☎

３
３
９・０
４
７
７
自
然
博
物
館
へ
。

い
ち
か
わ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

パ
ト
ロ
ー
ル
参
加
者

ジ
ョ
ギ
ン
グ
や
犬
の
散
歩
な
ど
日
常

で
の
外
出
の
際
に
パ
ト
ロ
ー
ル
用
帽

子
を
着
用
し
、地
域
の
パ
ト
ロ
ー
ル

を
兼
ね
る
活
動
で
す
。

�
危
機
管
理
部
防
犯
担
当
、大
柏

出
張
所
、行
徳
支
所
総
務
課
防
犯

担
当
、南
行
徳
市
民
セ
ン
タ
ー
へ
。

�
☎
３
３
４・１
１
２
９
危
機
管
理

部
防
犯
担
当

市川グリーンハイツ（缶・ビン）
市川パークハイツ（缶・ビン）
市川南（紙・布・缶・ビン）
市川南3・4丁目（缶・ビン）
稲越（紙・布）
大境（紙・布）
　〃　（缶・ビン）
大芝原（紙・布）
　〃　（缶・ビン）
大町第3市営（紙・布）
　　　〃　　　（缶・ビン）
鬼高（ビン）
北方東部（缶・ビン）

毎週金曜日※
毎週金曜日※
7/22、8/12・26
7/22、8/12・26
8/8
7/23、8/27
7/23、8/13・27
7/20、8/3・17
8/3・17
7/19、8/16
8/3・17
7/28、8/11・25
8/6・20

国府台町会（紙・布・缶・ビン）
国府台2丁目（缶・ビン）
国分7丁目（缶・ビン）
白幡（缶・ビン）
新田2・3丁目（紙・布）
　　　〃　　　（缶・ビン）
新八幡（紙・布）
　〃　（缶・ビン）
菅野2丁目（紙・布・缶・ビン）
菅野3丁目（紙・布）
　　〃　　（缶・ビン）
曽谷第2（缶・ビン）
曽谷第4（缶・ビン）
中国分（紙・布・缶・ビン）

8/10
8/10
8/5・19
7/28、8/11・25
7/25、8/8・22
毎週金曜日※
8/11
7/28、8/11・25
7/27、8/24
8/10
7/27、8/10・24
7/21、8/4・18
8/3・17
8/5・19

平田町会（缶・ビン）
真間北部（缶・ビン）
宮久保台（紙・布）
　　〃　　（缶・ビン）
八幡下町（缶・ビン）
八幡門前自治会（紙・布・缶・ビン）

梨風苑（紙・布・缶・ビン）
若宮1丁目町会（紙・布・缶・ビン）
若宮2丁目町会（紙・布）
　　　〃　　　（缶・ビン）
若宮3丁目上町（缶・ビン）

大洲（缶・ビン）
北国分（紙・布）
新田1丁目（紙・布）
　　〃　　（缶・ビン）
新田4丁目（紙・布）
　　〃　　（缶・ビン）
菅野西（缶・ビン）
須和田1丁目（缶・ビン）
須和田第2（紙・布）

毎週木曜日※
7/28、8/11・25
8/8
7/22、8/12・26
7/21、8/4・18

8/3
8/6・20
8/4
8/5
8/5・19
毎週木曜日※

毎週月曜日※
8/10
8/8
7/28、8/11・25
7/20、8/17
8/3・17
7/28、8/11・25
7/21、8/4・18
8/19

曽谷第6（缶・ビン）
根古屋（紙・布）
　〃　（缶・ビン）
東菅野さくら（紙・布）
　　〃　　（缶・ビン）
平川（紙・布）
　〃　（缶・ビン）
美里苑（紙・布）
　〃　（缶・ビン）

信篤小学校（缶・ビン）
稲荷木小学校（缶・ビン）
宮久保小学校（紙・布）
　　　〃　　　（缶・ビン）
百合台小学校（缶・ビン）

国府台悠悠会（紙・布）
下貝塚千歳会（紙・布）
　　　〃　　　（缶・ビン）

八幡南口（紙・布）
　　〃　　（缶・ビン）

毎週月曜日※
7/28、8/25
7/28、8/11・25
7/18、8/15
7/24、8/14・28
7/24、8/28
7/24、8/14・28
8/4
7/21、8/4・18

8/17
7/22、8/12・26
7/29、8/26
毎週水曜日※
毎週火曜日※

7/18、8/15
8/7
8/7・21

8/13
7/23、8/13・27

自 治 会

子 ども 会

Ｐ Ｔ Ａ

高齢者クラブ

婦 人 会

●週1回、市がごみステーションで回収する缶・ビンとは異なります。
　行徳地区は8月1日号に掲載します。　　　　　  �☎334-1111清掃事業課

※印は祝日を除く

7月18日～8月28日 （雨天などのため変更することもあります）

大型ごみの申し込み（清掃事業課）

集 団 資 源 回 収
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市
川
市
監
査
委
員

谷
本
久
生

白
土
英
成

岩
井
清
郎

大
川
正
博 

〔
定
期
監
査
及
び
行
政
監
査
〕

監
査
を
行
っ
た
期
間
・
部
署

平
成
21
年
４
月
１
日
〜
７
月
３
日

▽
危
機
管
理
部
＝
危
機
管
理
担
当
、防
犯

担
当

▽
福
祉
部
＝
高
齢
者
支
援
課
、地
域
福
祉

支
援
課
、介
護
保
険
課
、障
害
者
支
援
課
、

障
害
者
施
設
課
、市
営
住
宅
課
、福
祉
事

務
所
、国
民
年
金
課

▽
こ
ど
も
部
＝
子
育
て
支
援
課
、こ
ど
も
福

祉
課
、保
育
課
、保
育
計
画
推
進
課
、発
達

支
援
課

▽
環
境
清
掃
部
＝
環
境
政
策
担
当
、自
然

環
境
課
、環
境
保
全
担
当
、循
環
型
社
会

推
進
担
当
、清
掃
施
設
担
当
、廃
棄
物
対

策
担
当
、清
掃
事
業
課
、ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

監
査
の
範
囲　

平
成
20
年
度
事
務
事
業

監
査
の
方
法　

所
管
す
る
事
務
の
内
容

及
び
財
務
に
関
す
る
事
務
事
業
に
つ
い

て
、経
理
事
務
、契
約
事
務
及
び
財
産
管

理
事
務
は
適
正
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
て

い
る
か
を
主
眼
と
し
て
、関
係
書
類
及
び

関
係
帳
簿
類
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、関

係
職
員
の
説
明
を
受
け
、ま
た
、必
要
に

応
じ
現
地
調
査
を
実
施
し
た
。

監
査
の
結
果　

所
管
す
る
事
務
事
業
は
、

そ
の
目
的
に
沿
っ
て
執
行
さ
れ
て
お
り
、適
正

な
も
の
と
認
め
ら
れ
た
。

 

（
監
査
委
員
事
務
局
）

監査結果
の
公  表

定
額
給
付
金
の

申
請
は
お
早
め
に

●７月２０日（月・祝）は、「プラスチック製容器包装類」月曜収集地区と、「燃やすごみ」月・水・金収集地区のみ収集します。その他の「資源物とごみ」の収集は休みです。

専用電話 378-5310 電話のかけ間違いに注意！

　

幻
想
的
に
飛
び
交
う

野
生
の
ヘ
イ
ケ
ボ
タ
ル

を
見
に
行
き
ま
せ
ん
か
。

期
間
中
は
、自
然
観
察

園
の
閉
門
時
間
を
延
長

し
ま
す
。観
察
に
は
30
分
程

度
を
要
し
ま
す
の
で
、余
裕
を
持
っ

て
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

�
7
月
25
日（
土
）〜
8
月
9
日（
日
）

午
後
8
時
30
分（
入
園
は
8
時
ま
で
）

※
月
曜
日
と
雨
の
場
合
は
中
止
。

�
自
然
観
察
園（
大
町
２
８
４
）

※
民
間
の
有
料
駐
車
場
あ
り（
期
間
中

は
午
後
４
時
か
ら
３
０
０
円
）。

�
☎
３
３
８・１
９
６
０
動
植
物
園

　

定
額
給
付
金
と
子
育
て
応
援
特
別
手
当

の
申
請
期
限
は
10
月
15
日（
木
）で
す
。ま
だ

申
請
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、早
め
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

�
☎
３
３
４・０
１
０
０
定
額
給
付
金
担
当
室

ホタル観賞時の注意点 
●ホタルを照らすと光らなくなります

ので、懐中電灯を向けないでください。
●懐中電灯を人に向ける迷惑行為はやめましょう。
●園内の動植物の採集は一切禁止です。 
●遊歩道は狭いため、十分に気を付けてください。

　次の期間は、現
金での給付もし
ます。
� 8月3日（月）〜
7日（金）午前9時
〜午後5時
� 市役所3階第
2委員会室
�申請書、印鑑、
本人確認ができる
証明書

利用の注意
●ビーチボールやゴムボート類の持ち込み不可（浮輪は可）。
●時計、貴金属類の着用不可。
●水温が22度以下や悪天候時などは、開放中止の場合あり。
●一時的に利用者が多い場合は入場を制限。
●幼児は保護者同伴で、単独での水遊び・遊泳不可。
●介護を要する方は介護人同伴。　※妙典小学校は障害者用スロープあり。

公園プール
（行徳駅前公園、南行徳公園）
� 7月18日（土）〜8月30日（日）午前9時30
分・午前11時30分・午後1時30分・午後3時
30分の1日4回入れ替え制（月曜日休み）
�☎359-1287地域整備課

幼児用プール
� 7月18日（土）〜8月31日（月）午前10時
〜正午・午後1時〜3時30分（金曜日休み）
� ●市川駅南公園　●東大和田公園　●本
八幡公園　●百合台公園　●子の神中央公
園　●子の神西公園　●北方第2公園　●鬼
高公園　●中山公園　●梨風公園　●平田公
園　●中国分公園　●国府台公園　●新田南
公園　●高石神公園　●三町畑公園　●八幡
前公園　●東海面公園　●行徳中央公園
� 行徳地区は地域整備課、行徳地区外は
☎332-8744公園課

小学校プール　　　　※正午〜午後１時は休憩時間

開放日時 小学校名
7/22（水）〜28（火）

午前9時〜正午 八幡、柏井、福栄

7/22（水）〜28（火）
午後1時〜4時 真間、大柏、南新浜

8/6（木）〜12（水）
午前9時〜午後4時

市川、国分、冨貴島、菅野、行徳、鶴指、
二俣、大町、北方、新浜、塩浜

8/13（木）〜19（水）
午前9時〜午後4時

若宮、国府台、平田、鬼高、稲荷木、
宮久保、大洲、新井、塩焼、稲越、妙典

8/20（木）〜26（水）
午前9時〜午後4時

中山、宮田、信篤、南行徳、中国分、曽谷、
百合台、富美浜、幸、大野、大和田

�☎３３４-１６５９地域教育課

　

市
内
在
住
の
方
対
象

小
学
校
と
公
園
の

プ
ー
ル
を
無
料
開
放

ホ
タ
ル
観
賞
会

　

路
上
喫
煙
や
空
き
缶
等
の
ポ
イ
捨
て
、犬
の
ふ

ん
の
放
置
な
ど
を
禁
止
す
る「
市
民
マ
ナ
ー
条
例
」

施
行
か
ら
５
年
が
経
ち
、よ
り
一
層
の
マ
ナ
ー
向
上

推
進
を
図
る
た
め
に
条
例
の
改
正
を
検
討
し
て
い

ま
す
。そ
の
素
案
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ

す
る
と
共
に
、広
く
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

閲
覧
場
所　

地
域
振
興
課
市
民
マ
ナ
ー
条
例
担
当

室
、市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー（
中
央

図
書
館
、行
徳
図
書
館
、大
野
公
民
館
図
書
室
、男

女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
）、及
び
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

対
象　

●
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
、●
市
内

に
事
務
所
や
事
業
所
を
有
す
る
個
人
・
法
人
・
団

体
、●
政
策
な
ど
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方
、●
本

市
に
関
心
を
持
つ
方

募
集
期
間　

８
月
16
日（
日
）ま
で

提
出
方
法　

意
見
用
紙
に
意
見
と
、住
所
・
氏
名

（
フ
リ
ガ
ナ
）ま
た
は
団
体
名（
担
当
者
氏
名
も
）を

書
き
、市
民
マ
ナ
ー
条
例
担
当
室
へ
郵
送
、フ
ァ
ク
ス

（
３
３
６・１
６
１
０
）、持
参
の
い
ず
れ
か
で
。ま
た
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
提
出
で
き
ま
す
。

�
☎
３
２
０・１
３
３
３
同
担
当

市川市民等の健康と安全で清潔な
生活環境の保持に関する条例

（市民マナー条例）改正（案）について
パブリック
コメント


